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総税市第１０号

令和３年４月１日

各 道 府 県 総 務 部 長

殿

東 京 都 総 務 ・ 主 税 局 長

総務省自治税務局長

（公 印 省 略）

「道府県民税利子割に係る事務の取扱いについて」の一部改正について

「道府県民税利子割に係る事務の取扱いについて」（昭和63年３月31日自治府第35

号・自治市第20号）の一部を下記のとおり改正しますので適宜必要な措置を講じてい

ただくようお願いします。

また、貴都道府県内の市区町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４に基づく技術的

な助言であることを申し添えます。

記

別添３及び別添４中「㊞」を削る。

本改正は、令和３年４月１日以後に適用する。
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道府県民税利子割に係る事務の取扱いについての一部改正新旧対照表

改 正 後 現 行

（別添１）及び（別添２） 略 （別添１）及び（別添２） 略

（別添３） 道府県民税利子割納入申告書等の様式 （別添３） 道府県民税利子割納入申告書等の様式

公社債利子等の道府県民税 道府県民税利子割 公社債利子等の道府県民税 道府県民税利子割
利子割特別徴収税額計算書 納入申告書 別紙１参照 利子割特別徴収税額計算書 納入申告書 別紙１参照

略 （施行規則第１２号の３様式） 略 （施行規則第１２号の３様式）

公社債利子等の道府県民税 道府県民税利子割 公社債利子等の道府県民税 道府県民税利子割
利子割特別徴収税額計算書（写） 納入済通知書 利子割特別徴収税額計算書（写） 納入済通知書

略 略 略 略

道府県民税利子割 道府県民税利子割
納入書 納入書

略 略 略 略

公社債利子等の道府県民税 道府県民税利子割 公社債利子等の道府県民税 道府県民税利子割
利子割特別徴収税額計算書（写） 領収証書 利子割特別徴収税額計算書（写） 領収証書

略 略 略 略

納入申告書記載要領 特別徴収税額計算書記載要領 納入申告書記載要領 特別徴収税額計算書記載要領

略 略 略 略

私募公社債等運用投資信託等の収益の分配等の 道府県民税利子割 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配等の 道府県民税利子割
道府県民税利子割特別徴収税額計算書 納入申告書 別紙１参照 道府県民税利子割特別徴収税額計算書 納入申告書 別紙１参照

略 （施行規則第１２号の３様式） 略 （施行規則第１２号の３様式）
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私募公社債等運用投資信託等の収益の分配等の 道府県民税利子割 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配等の 道府県民税利子割
道府県民税利子割特別徴収税額計算書（写） 納入済通知書 道府県民税利子割特別徴収税額計算書（写） 納入済通知書

略 略 略 略

道府県民税利子割 道府県民税利子割
納入書 納入書

略 略

私募公社債等運用投資信託等の収益の分配等の 道府県民税利子割 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配等の 道府県民税利子割
道府県民税利子割特別徴収税額計算書（写） 領収証書 道府県民税利子割特別徴収税額計算書（写） 領収証書

略 略 略 略

納入申告書記載要領 特別徴収税額計算書記載要領 納入申告書記載要領 特別徴収税額計算書記載要領

略 略 略 略

懸賞金付預貯金等の懸賞金等等の道府県民税 道府県民税利子割 懸賞金付預貯金等の懸賞金等等の道府県民税 道府県民税利子割
利子割特別徴収税額計算書 納入申告書 別紙１参照 利子割特別徴収税額計算書 納入申告書 別紙１参照

略 （施行規則第１２号の３様式） 略 （施行規則第１２号の３様式）

懸賞金付預貯金等の懸賞金等等の道府県民税 道府県民税利子割 懸賞金付預貯金等の懸賞金等等の道府県民税 道府県民税利子割
利子割特別徴収税額計算書（写） 納入済通知書 利子割特別徴収税額計算書（写） 納入済通知書

略 略 略 略

道府県民税利子割 道府県民税利子割
納入書 納入書

略 略

懸賞金付預貯金等の懸賞金等等の道府県民税 道府県民税利子割 懸賞金付預貯金等の懸賞金等等の道府県民税 道府県民税利子割
利子割特別徴収税額計算書（写） 領収証書 利子割特別徴収税額計算書（写） 領収証書

略 略 略 略
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納入申告書記載要領 特別徴収税額計算書記載要領 納入申告書記載要領 特別徴収税額計算書記載要領

略 略 略 略

（別添４） （別添４）

（第１片） 別紙２参照 （第１片） 別紙２参照

（第２片）及び（第３片） 略 （第２片）及び（第３片） 略



所在地及び名称

(電話)

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

　　上記のとおり利子割の納入について

　申告します。 （都道府県保管）

備考
１　この納入申告書には、第12号の４様式、第12号の４の２様式又は第12号の４の３様式
　の計算書及び都道府県内の営業所等分を一括納入する場合には、第12号の５様式の営業
　所等別明細書を添付すること。
２　この納入申告書の記載の要領は、次によること。

⑵ 「特別徴収義務者番号」欄には、都道府県知事が指定した番号を記載すること。
⑶ 「特別徴収義務者・取扱営業所等」欄には、特別徴収事務を実際に行う営業所等
（本社、本店を含む。）の所在地及び名称等を記載すること。

⑷ 「特別徴収義務者・取扱営業所等」欄中の「法人番号」欄には、特別徴収義務者の
法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第２条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。

⑸ 「県・営」欄は、都道府県内の営業所等分を一括納入する場合は「県」を、営業所
等毎に納入する場合は、「営」を○で囲むこと。

⑹ 「処理事項」欄は、都道府県の使用欄であるため記載しないこと。
⑺ 「支払金額」欄には、利子割が課される利子等の支払金額を記載すること。
⑻ 「特別徴収税額」欄には、支払金額について特別徴収して納入すべき税額を記載す
ること。

⑼ 「納入金額合計」欄には、特別徴収税額と延滞金の合計額を記載すること。

道府県民税利子割納入申告書 第
十
二
号
の
三
様
式
（
第
三
条
の
七
関
係
）

知事殿 県・営特

別

徴

収

義

務

者

令和 年 月分

令和 年 月 日提出
・ (所属)

取

扱

営

業

所

等

特 別 徴 収 義 務 者 番 号

法人番号

処理
事項

口座番号 加入者名

支 払 金 額 ０１

特 別 徴 収 税 額 ０２

　⑴　「令和　　　年　　　月分」欄には、利子等の支払をした年月を記載すること。

（ 延 滞 金 ） ０３

納 入 金 額 合 計 ０４

課 税 事 務 所

受

付

印

（ 取 り ま と め 店 ）

（ 取 り ま と め 局 ） 都道府県 局(〒　　)

別紙１ 
（新）



所在地及び名称

印

(電話)

十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

　　上記のとおり利子割の納入について

　申告します。 （都道府県保管）

備考
１　この納入申告書には、第12号の４様式、第12号の４の２様式又は第12号の４の３様式
　の計算書及び都道府県内の営業所等分を一括納入する場合には、第12号の５様式の営業
　所等別明細書を添付すること。
２　この納入申告書の記載の要領は、次によること。

⑵ 「特別徴収義務者番号」欄には、都道府県知事が指定した番号を記載すること。
⑶ 「特別徴収義務者・取扱営業所等」欄には、特別徴収事務を実際に行う営業所等
（本社、本店を含む。）の所在地及び名称等を記載すること。

⑷ 「特別徴収義務者・取扱営業所等」欄中の「法人番号」欄には、特別徴収義務者の
法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第２条第15項に規定する法人番号をいう。）を記載すること。

⑸ 「県・営」欄は、都道府県内の営業所等分を一括納入する場合は「県」を、営業所
等毎に納入する場合は、「営」を○で囲むこと。

⑹ 「処理事項」欄は、都道府県の使用欄であるため記載しないこと。
⑺ 「支払金額」欄には、利子割が課される利子等の支払金額を記載すること。
⑻ 「特別徴収税額」欄には、支払金額について特別徴収して納入すべき税額を記載す
ること。

⑼ 「納入金額合計」欄には、特別徴収税額と延滞金の合計額を記載すること。

　⑴　「令和　　　年　　　月分」欄には、利子等の支払をした年月を記載すること。

（ 延 滞 金 ） ０３

納 入 金 額 合 計 ０４

課 税 事 務 所

受

付

印

（ 取 り ま と め 店 ）

（ 取 り ま と め 局 ） 都道府県 局(〒　　)

処理
事項

口座番号 加入者名

支 払 金 額 ０１

特 別 徴 収 税 額 ０２

年 月 日提出
・ (所属)

取

扱

営

業

所

等

特 別 徴 収 義 務 者 番 号

法人番号

道府県民税利子割納入申告書 第
十
二
号
の
三
様
式
（
第
三
条
の
七
関
係
）

知事殿 県・営特

別

徴

収

義

務

者

令和 年 月分

令和

（旧） 



01

02

03

04

01 09

02 19

07

01

02

03

04

01 09

02 19

07

摘 要

計 14

その他 13

非
課
税

非居住者 12

百 十 円

受

付

印

億 千 百 十 万 千十 万 千 百 十 円
課 税 11

十 億 千 百

郵便貯金利子
課税事務所

区 分 支　　払　　額 税 額

・
特定公社債以外の
公社債の利子

財形貯蓄契約に係る生命保険等の差益 取
扱
営

業
所
等銀行預金利子 一時払養老保険・一時払損害保険等の差益

　上記のとおり利子割の納入について申告します。 特
別
徴
収

義

務

者

県・営 所在地及び名称

（都道府県保管）

（電話）

　道府県民税利子割特別徴収税額計算書

種
類

納入金額合計

（延　滞　金）

支 払 金 額
特別徴収税額

十 億 千 百 千 百 十 円

処理
事項

十 万

加入
者名

令和   年   月分 令和   年   月   日提出

特 別 徴 収
法人番号

義 務 者 番 号

百 十 円

知事殿

口座番号 億 千

（

第
一
片
）

改

正

後

道府県民税利子割納入申告書

百 十 万 千

（

第
一
片
）

現

行

道府県民税利子割納入申告書

百 十 万 千

知事殿

口座番号 億 千 百 十 円

法人番号
義 務 者 番 号

十 万

加入
者名

令和   年   月分 令和   年   月   日提出

特 別 徴 収

千 百 十 円

処理
事項

支 払 金 額
特別徴収税額

十 億 千 百

（延　滞　金）

納入金額合計

　上記のとおり利子割の納入について申告します。 特
別
徴
収

義

務

者

県・営 所在地及び名称

（都道府県保管）

（電話）

　道府県民税利子割特別徴収税額計算書

種
類

・
特定公社債以外の
公社債の利子

財形貯蓄契約に係る生命保険等の差益 取
扱
営

業
所
等銀行預金利子 一時払養老保険・一時払損害保険等の差益

郵便貯金利子
課税事務所

区 分 支　　払　　額 税 額

課 税 11
十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 億 千 百 十 万 千 百 十 円

受

付

印

非
課
税

非居住者 12

その他 13

計 14

摘 要

（取りまとめ店）

印

（取りまとめ店）

別紙２
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